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今月のひとこと

  10月10日は「目の愛護デー」。数字の
「10・10」を横に並べると眉と目のように見

えるのが由来です。スマホやPCで酷使しがち
な目を、秋の澄んだ空を眺めてリフレッシュ

してみませんか。

学　校　通　信

文責　教頭　

　　今月7日に前期が終了いたします。保護者の皆様には、日頃より変わらぬご理
解とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。子どもたちはそれぞれの学年で多く
の学びや経験を重ね、確かな成長を見せていました。ご家庭の温かい励ましとご
協力があってこその成果だと感じております。ありがとうございました。
　　後期前半には「修学旅行」「自然教室」「文化発表会」など、子どもたちにとっ
て思い出深く、学びを広げる大切な行事が数多く予定されています。これらの活
動を通して、仲間との絆を深めたり、自分の力を発揮したりすることで、さらに大
きく成長していくことでしょう。私たち教職員も、一人一人の子どもが意欲的に学
び、着実に一歩一歩前進していけるよう、引き続き全力で支えてまいります。

前期終了！ありがとうございました

「思いやりを育む」～人権を大切にした学習～

　
　　９月1０日（水）は学習参観・学級懇談会を行いまし
た。残暑が厳しい中ではありましたが、たくさんの皆様に
ご来校いただきありがとうございました。学年の発達段
階に応じた「人権学習」を実施し、どの学年でも「自分、
そして他者を大切にする子ども」を育てる学習をご覧い
ただきました。子どもたちは友達や相手の立場に立ち、
気持ちを想像し共感しながら、自分の考えを表現してい
ました。
　　平成28年12月に「部落差別解消推進法」が施行さ
れ、国は部落差別のない社会の実現をめざすとしていま
す。福岡県や太宰府市は、条例を制定し、教育や啓発の
重要性を提起しました。このことを踏まえ学校では、部落
差別をはじめ様々な差別をなくすための学習を行ってい
ます。本校では人権教育を教育活動の柱とし、道徳や学
級活動をはじめ、全ての学びに「人権尊重」の視点を取
り入れています。子ども一人一人が豊かな心と健やかな
体を育み、よりよく生きる力を身につけ、共に生きる社会
を築けるよう取り組んでいます。今後も学校と家庭が連
携し、子どもたちの成長を支えてまいりますので、ご理解
とご協力をよろしくお願いいたします。

みずき



日 曜 日 曜

3 金 17 金

6 月 20 月

7 火 21 火

22 水

14 火 23 木

15 水 24 金

27 月

30 木

帰宅時間が変わります

※ 学年ごとの行事についての詳細は、学年（学級）便りをご参照ください。
※ 予定については今後、変更や中止をすることがあります。その際は,テトルでお知らせをします。

２年発育・視力測定
学中ブロックあいさつ運動（朝）

秋休みです！

８～１３日

６年発育・視力測定　５年自然教室

代表委員会

３年スーパーマーケット見学①（３１日も）

３年まほろば自然学校移動博物館来校
２年３・４組市民図書館見学

16 木

２年１・２組市民図書館見学

４年発育・視力測定　５年自然教室
学中ブロックあいさつ運動（朝）

後期始業式　※給食なし　１１：３０下校

３年発育・視力測定

クラブ活動（5校時）

１０月の行事予定
行　事　予　定行　事　予　定

大掃除・ワックスがけ

前期終業式　※給食なし
１１：３０下校

秋休み

５年発育・視力測定

１年発育・視力測定

日没が、早くなるにつれ夕方暗くな

る時間も早くなっています。10月から

は、帰宅時刻が17:00となっています。

時間になって帰宅するのではなく、

17:00に家に居ることだと子どもたち

には話をしていますので、ご家庭でも

声かけをお願いします。

また、外出時の約束事（誰とどこに

行くのかを伝えるなど）についてもこ

の機会にご確認ください。

学中ブロックあいさつ運動
学業院中学校ブロックでは、9月24日(水)・25日(木)の2日間、あいさつ運動が行われまし

た。水城小学校の校門付近をはじめ、普段地域の方々が登校を見守ってくださっている場

所に、中学生も立ってあいさつ運動に参加しました。本校運営委員会の子どもたちも一緒

に校門に立ち、いつもより意識的にあいさつを交わすことで、気持ちのよいあいさつの輪

が広がりました。これからも笑顔であいさつを続けていきたいものです。

来週、10月8日（水）から13日（月）までは

「秋休み」です。短い期間ではありますが、

「運動の秋・読書の秋・食欲の秋」など、多彩

な秋の楽しみを感じられる、過ごしやすい時期

です。記録的な暑さが続いてきましたが、よう

やく朝夕の涼しさが感じられるようになりまし

た。一方で、季節の変わり目は体調を崩しやす

くなります。また、インフルエンザ等の流行も

始まっています。ご家庭でも健康管理に気を付

けていただくと共に、秋休み中も「早寝・早起

き・朝ごはん」に努め、生活リズムを整えて過

ごすことができるようご協力をお願いします。


